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所
蔵
資
料

ア

ー

カ

イ

ブ

ズ

を
読
む 

第
21
回 

東
京
に
あ
か
り
を
灯
す 

―

ガ
ス
事
業
を
め
ぐ
る
攻
防
に
稟
議
か
ら
迫
る―

東
京
府
文
書 

明
治
９
年
「
瓦
斯
場
増
築
之
儀
会
議
所
申
出
の
件
に
付

第
一
課
・
第
六
課
よ
り
知
事
へ
上
陳 

明
治
９
年
７
月
１
０
日
」『
課
別

第
１
種 

瓦
斯
局
書
類
・
器
械
増
設
・
甲
〈
会
計
課
〉』 

請
求
番
号
：
６
０
７
．
Ｃ
８
．
０
６ 

夜
に
街
を
照
ら
す
街
灯
は
、
文
明
開
化
の
象
徴
的
な
装
置
と
言
っ
て
も
よ
い
で

し
ょ
う
。
明
治
維
新
後
、
明
治
新
政
府
は
東
京
を
西
洋
に
負
け
な
い
大
都
市
に
整

備
し
て
い
き
ま
し
た
。
そ
う
し
た
取
り
組
み
の
一
環
と
し
て
、
街
灯
の
燃
料
だ
っ

た
ガ
ス
製
造
工
場
の
拡
充
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
銀
座
煉
瓦
街
を
含
む
東
京
の
中
心

地
に
ガ
ス
灯
が
次
々
と
建
て
ら
れ
、
家
内
用
ガ
ス
の
供
給
も
始
ま
る
中
、
ガ
ス
事

業
に
か
か
る
経
費
が
大
き
な
課
題
と
な
り
ま
し
た
。
今
回
紹
介
す
る
文
書
は
、
こ

の
ガ
ス
事
業
を
め
ぐ
る
東
京
府
内
の
内
部
対
立
を
窺
わ
せ
る
も
の
で
、
日
本
の
行

政
機
関
の
基
本
的
な
意
思
決
定
の
し
く
み
で
あ
る
稟
議
制
の
在
り
方
を
よ
く
表
し

て
い
ま
す
。 

日
本
の
公
文
書
は
基
本
的
に
は
稟
議
制
と
呼
ば
れ
る
方
式
で
処
理
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
行
政
機
関
の
末
端
職
員
が
起
案
し
た
文
書
を
関
係
局
課
に
順
次
回
覧

し
て
印
判
を
求
め
る
制
度
で
す
。
回
覧
の
順
番
は
基
本
的
に
職
位
に
し
た
が
っ
て

下
か
ら
上
へ
と
、
関
係
者
の
同
意
を
積
み
上
げ
る
よ
う
に
設
定
さ
れ
て
お
り
、
決

裁
権
者
の
印
が
押
さ
れ
る
と
文
書
の
内
容
が
正
式
に
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
稟
議
制
は
し
ば
し
ば
、
丁
寧
に
合
意
形
成
を
進
め
る
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
型
の
日

本
の
行
政
の
象
徴
と
見
な
さ
れ
て
い
ま
す 

。 

１ 

資
料 

東
京
府
文
書 

明
治
９
年
「
瓦
斯
場
増
築
之
儀
会
議
所
申
出
の
件
に
付
第
一
課
・
第
六

課
よ
り
知
事
へ
上
陳 

明
治
９
年
７
月
１
０
日
」『
課
別
第
１
種 

瓦
斯
局
書
類
・
器

械
増
設
・
甲
〈
会
計
課
〉』 

（
請
求
番
号
：
６
０
７
．
Ｃ
８
．
０
６
） 
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２ 

解
読
文 

 

                      

條

之

疑

団

ア

リ

瓦

斯

ヲ

増

製

ス

ル

時

ハ

先

ツ

ラ

ン

フ

灯

ヲ

廃

止

シ

現

華

灯

ノ

建

築

ヲ

止

メ

ニ

失

費

シ

タ

ル

金

額

ハ

増

築

シ

タ

ル

瓦

斯

灯

課

シ

補

ハ

ン

ト

欲

ス

ル

是

第

一

ノ

疑

惑

ナ

リ

点

火

及

償

却

費

ノ

七

分

ヲ

朱

引

内

一

般

之

地

主

ニ

課

ル

ノ

不

條

理

ナ

ル

是

第

二

ノ

疑

惑

也

曽

テ

人

民

服

ト

唱

点

火

費

ノ

延

滞

セ

ル

分

ヲ

今

一

時

ニ

府

庁

ヨ

リ

人

民

ニ

課

出

セ

シ

メ

ン

事

ヲ

望

ム

是

第

三

ノ

疑

惑

也

増

製

之

後

瓦

斯

ヲ

室

内

ニ

売

ラ

ン

ト

ス

ル

請

求

少

ク

シ

テ

返

テ

線

路

ノ

課

出

ニ

苦

情

無

之

時

ハ

市

街

ニ

於

テ

増

灯

ヲ

ナ

ス

ヘ

シ

ト

果

テ

増

灯

ヲ

ナ

ス

可

ク

ハ

増

灯

数

百

基

大

小

鉄

管

数

百

間

ヲ
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不

埋

ヲ

不

得

数

百

基

ヲ

設

大

小

鉄

管

ヲ

要

ス

ル

時

ハ

費

度

亦

増

加

セ

サ

ル

可

カ

ラ

ス

然

ヲ

論

ノ

未

至

是

第

四

ノ

疑

惑

也

将

室

内

ニ

売

ラ

ン

ト

ス

ル

灯

数

ノ

予

算

モ

無

疑

ニ

非

ス

其

延

遼

館

芝

神

明

社

内

浅

草

寺

境

内

等

ノ

数

基

ノ

如

キ

是

也

殆

予

算

中

ノ

予

算

相

像

ニ

出

ル

モ

難

計

議

ニ

シ

テ

決

テ

共

有

金

ノ

支

弁

ヲ

可

許

良

法

ニ

ア

ラ

サ

ル

可

シ

小

官

殊

更

ニ

此

数

疑

ヲ

醸

ス

ル

ノ

源

因

ハ

本

年

六

月

会

議

所

ノ

事

務

還

納

以

来

属

員

ノ

ナ

ス

処

ヲ

見

ル

ニ

責

ヲ

人

ニ

推

ス

ノ

景

況

ナ

キ

ニ

ア

ラ

ス

故

ニ

今

般

増

築

之

議

ト

雖

或

疑

彼

等

曽

テ

流

費

シ

タ

ル

額

ノ

補

ヲ

不

可

ヲ

知

テ

誣

テ

此

法

案

ヲ

設

府

庁

ノ

撰

ニ

任

セ

ン

ト

シ

タ

ル

ニ

ハ

非

カ

ト

依

テ

愚

考

仕

処

ハ

暫

瓦

斯

ノ

増

築

ヲ

不

許

瓦

斯

灯

五

百

基

ラ

ン

フ

灯

五

百

基

ヲ

皆

設

シ

現

華

二

千

五

百

円

ニ

売

ル

時

ハ

六

千

仮

設

ハ

現

華

灯

五

百

基

代

金

凡

八

千

五

百

五

十

円

之

内

〇

五

十

円

ノ

見

込

違

ニ

付

即

共

有

金

ノ

損

失

ナ

ル

コ

ト

ヲ

計

算

帳

ニ

記

入

ス

ヘ

シ

灯

五

百

基

ハ

人

民

之

望

ニ

従

ひ

悉

皆

下

価

ヲ

以

売

附

シ

瓦

斯

ラ

ン

フ

等

ノ

費

用

既

往

向

来

ニ

係

ル

処

ハ

第

六

課

ニ

於

テ

計

算

立

法

シ

テ

数

年

ノ

後

ニ

償

却

シ

尽

ス

可

ノ

目

的

ヲ

要

シ

会

議

所

よ

り

引

継

タ

ル

金

額

ノ

精

算

ヲ

ナ

シ

テ

後

増

瓦

斯

等

之

議

ニ

不

至

ハ

計

算

上

ニ

錯

雑

ヲ

生

シ

明

治

五

年

会

議

所

起

立

ノ

日

ヲ

今

日

ノ

属

員

ヨ

リ

之

ヲ

見

テ

算
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３ 

読
み
下
し
文 

 
 

月 

日 

送
達
浄
写 

校
合 

庶
務 

明
治
九
年
七
月
十
日
受
出 

八
等
出
仕
秋
山
則
白
㊞
︵
秋
山
︶ 

知
事
㊞
︵
楠
本
︶ 

 
 

 
 

第
一
課
㊞
︵
田
沼
︶ 

参
事
㊞
︵
千
田
︶ 

 
 

 
 

第
六
課
㊞
︵
伊
藤
徹
︶ 

㊞
︵
楠
本
︶ 

︵
朱
書
︶
精
算
ヲ
明
ニ
シ
分
別
ヲ
立 

新
築
ハ
最
前
決
議
之
通
施
行
ス
ヘ
キ 

事 瓦
斯
場
増
築
之
義
会
議
所
申
出
ニ 

付
細
調
審
案
仕
候
処
一
応
ハ
尤
之
筋
ニ 

相
見
候
へ
共
無
間
然
ニ
非
ス
如
何
ト
ナ
レ
ハ
左
ニ
五 

條
之
疑
団
ア
リ
瓦
斯
ヲ
増
製
ス
ル
時
ハ
先
ツ
ラ 

ン
フ
灯
ヲ
廃
止
シ
現
華
灯
ノ
建
築
ヲ
止
メ
之 

ニ
失
費
シ
タ
ル
金
額
ハ
増
築
シ
タ
ル
瓦
斯
灯
ニ 

課
シ
補
ハ
ン
ト
欲
ス
ル
是
第
一
ノ
疑
惑
ナ
リ
点
火
費 

及
償
却
費
ノ
七
分
ヲ
朱
引
内
一
般
之
地
主
ニ
課
ス 

ル
ノ
不
條
理
ナ
ル
是
第
二
ノ
疑
惑
也
曽
テ
人
民
不 

服
ト
唱
点
火
費
ノ
延
滞
セ
ル
分
ヲ
今
一
時
ニ
府
庁
ヨ
リ 

人
民
ニ
課
出
セ
シ
メ
ン
事
ヲ
望
ム
是
第
三
ノ
疑
惑 

也
増
製
之
後
瓦
斯
ヲ
室
内
ニ
売
ラ
ン
ト
ス
ル
モ 

請
求
少
ク
シ
テ
返
テ
線
路
ノ
課
出
ニ
苦
情
無
之 

時
ハ
市
街
ニ
於
テ
増
灯
ヲ
ナ
ス
ヘ
シ
ト
果
テ
増
灯
ヲ
ナ 

ス
可
ク
ハ
増
灯
数
百
基
大
小
鉄
管
数
百
間
ヲ 

不
埋
ヲ
不
得
数
百
基
ヲ
設
大
小
鉄
管
ヲ
要
ス
ル 

時
ハ
費
度
亦
増
加
セ
サ
ル
可
カ
ラ
ス
然
ヲ
論
ノ
未 

至
是
第
四
ノ
疑
惑
也
将
室
内
ニ
売
ラ
ン
ト
ス
ル 

ノ

不

正

ヲ

憂

患

ス

ル

モ

或

ハ

同

轍

ニ

出

ル

時

ナ

キ

ニ

非

ル

義

ト

愚

考

仕

候

間

此

段

上

陳

仕

候

也
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灯
数
ノ
予
算
モ
無
疑
ニ
非
ス
其
延
遼
館 

芝
神
明
社
内
浅
草
寺
境
内
等
ノ
数
基
ノ
如
キ
是 

也
殆
予
算
中
ノ
予
算
相
像
ニ
出 

ル
モ
難
計
議
ニ
シ
テ
決
テ
共
有
金
ノ
支
弁
ヲ
可 

許
良
法
ニ
ア
ラ
サ
ル
可
シ
小
官
殊
更
ニ
此
数 

疑
ヲ
醸
ス
ル
ノ
源
因
ハ
本
年
六
月
会
議
所 

ノ
事
務
還
納
以
来
属
員
ノ
ナ
ス
処
ヲ
見
ル
ニ 

責
ヲ
人
ニ
推
ス
ノ
景
況
ナ
キ
ニ
ア
ラ
ス
故
ニ
今
般 

増
築
之
議
ト
雖
或
疑
彼
等
曽
テ
流
費 

シ
タ
ル
額
ノ
補
ヲ
不
可
ヲ
知
テ
誣
テ
此
法
案
ヲ
設 

府
庁
ノ
撰
ニ
任
セ
ン
ト
シ
タ
ル
ニ
ハ
非
カ
ト
依
テ
愚
考 

仕
処
ハ
暫
瓦
斯
ノ
増
築
ヲ
不
許
瓦
斯
灯
五 

百
基
ラ
ン
フ
灯
五
百
基
ヲ
皆
設
シ
現
華 

灯
五
百
基
ハ
人
民
之
望
ニ
従
ひ
悉
皆
下
価 

ヲ
以
売
附
シ
瓦
斯
ラ
ン
フ
等
ノ
費
用
既
往
向 

来
ニ
係
ル
処
ハ
第
六
課
ニ
於
テ
計
算
立
法
シ
テ 

数
年
ノ
後
ニ
償
却
シ
尽
ス
可
ノ
目
的
ヲ
要
シ 

会
議
所
よ
り
引
継
タ
ル
金
額
ノ
精
算
ヲ 

ナ
シ
テ
後
増
瓦
斯
等
之
議
ニ
不
至
ハ
計
算 

上
ニ
錯
雑
ヲ
生
シ
明
治
五
年
会
議
所 

起
立
ノ
日
ヲ
今
日
ノ
属
員
ヨ
リ
之
ヲ
見
テ
算 

ノ
不
正
ヲ
憂
患
ス
ル
モ
或
ハ
同
轍
ニ
出
ル
時
ナ
キ
ニ 

非
ル
義
ト
愚
考
仕
候
間
此
段
上
陳
仕
候 

也 

 

︵
欄
外
︶ 

㊞
︵
収
受
ヵ 

号
︶ 

㊞
︵
要
決
︶ 

 

︵
本
文
中
の
朱
書
部
分
︶ 

仮
設
ハ
現
華
灯
五
百
基
代
金
凡
八
千
五
百
五
十
円
之
内
二
千
五
百
円
ニ
売
ル
時
ハ

六
千
〇
五
十
円
ノ
見
込
違
ニ
付
即
共
有
金
ノ
損
失
ナ
ル
コ
ト
ヲ
計
算
帳
ニ
記
入
ス
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ヘ
シ 

 

読
み
下
し
例 

︵
朱
書
︶
精
算
を
明
ら
か
に
し
、
分
別
を
立
て
、 

新
築
は
最
前
決
議
の
通
り
施
行
す
へ
き 

事 瓦
斯
場
増
築
之
義
会
議
所
申
し
出
に 

付
き
細
調
審
案
仕
り
候
処
、
一
応
は
尤
も
之
筋
に 

相
見
え
候
へ
共
、
間
然
無
き
に
非
す
、
如
何
と
な
れ
は
、
左
に
五 

條
之
疑
団
あ
り
、
瓦
斯
を
増
製
す
る
時
は
、
先
つ
ラ 

ン
フ
灯
を
廃
止
し
、
現
華
灯
の
建
築
を
止
め
、
之
れ 

に
失
費
し
た
る
金
額
は
増
築
し
た
る
瓦
斯
灯
に 

課
し
補
は
ん
と
欲
す
る
、
是
れ
第
一
の
疑
惑
な
り
、
点
火
費 

及
償
却
費
の
七
分
を
朱
引
内
一
般
之
地
主
に
課
す 

る
の
不
條
理
な
る
、
是
れ
第
二
の
疑
惑
也
、
曽
て
人
民
不 

服
と
唱
点
火
費
の
延
滞
せ
る
分
を
、
今
一
時
に
府
庁
よ
り 

人
民
に
課
出
せ
し
め
ん
事
を
望
む
、
是
れ
第
三
の
疑
惑 

也
、
増
製
之
後
、
瓦
斯
を
室
内
に
売
ら
ん
と
す
る
も 

請
求
少
く
し
て
返
て
線
路
の
課
出
に
苦
情
之
れ
無
き 

時
は
、
市
街
に
於
て
増
灯
を
な
す
へ
し
と
、
果
し
て
増
灯
を
な 

す
可
く
は
増
灯
数
百
基
大
小
鉄
管
数
百
間
を 

埋
め
ざ
る
を
得
ず
、
数
百
基
を
設
け
大
小
鉄
管
を
要
す
る 

時
は
費
度
亦
増
加
せ
さ
る
可
か
ら
す
、
然
る
を
論
の
未
だ 

至
ら
ず
、
是
れ
第
四
の
疑
惑
也
、
将
さ
に
室
内
に
売
ら
ん
と
す
る 

灯
数
の
予
算
も
無
疑
に
非
す
、
其
延
遼
館 

芝
神
明
社
内
浅
草
寺
境
内
等
の
数
基
の
如
き
是
れ 

也
、
殆
ん
ど
予
算
中
の
予
算
相
像
に
出 

る
も
計
り
難
き
議
に
し
て
、
決
て
共
有
金
の
支
弁
を 

許
す
べ
き
良
法
に
あ
ら
さ
る
可
し
、
小
官
殊
更
に
此
数 

疑
を
醸
す
る
の
源
因
は
、
本
年
六
月
会
議
所 

の
事
務
還
納
以
来
属
員
の
な
す
処
を
見
る
に
、 

責
を
人
に
推
す
の
景
況
な
き
に
あ
ら
す
、
故
に
今
般 
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増
築
之
議
と
雖
も
、
或
い
は
疑
う
、
彼
等
曽
て
流
費 

し
た
る
額
の
補
を
、
不
可
を
知
て
誣
て
此
法
案
を
設
け
、 

府
庁
の
撰
に
任
せ
ん
と
し
た
る
に
は
非
か
と
、
依
て
愚
考 

仕
る
処
は
、
暫
ら
く
瓦
斯
の
増
築
を
許
さ
ず
、
瓦
斯
灯
五 

百
基
ラ
ン
フ
灯
五
百
基
を
皆
設
し
、
現
華 

灯
五
百
基
は
人
民
之
望
に
従
ひ
、
悉
皆
下
価 

を
以
て
売
り
附
け
し
、
瓦
斯
ラ
ン
フ
等
の
費
用
既
往
向 

来
に
係
る
処
は
第
六
課
に
於
て
計
算
立
法
し
て
、 

数
年
の
後
に
償
却
し
尽
す
可
き
の
目
的
を
要
し
、 

会
議
所
よ
り
引
継
た
る
金
額
の
精
算
を 

な
し
て
後
、
増
瓦
斯
等
之
議
に
至
ら
ざ
れ
ば
、
計
算 

上
に
錯
雑
を
生
し
、
明
治
五
年
会
議
所 

起
立
の
日
を
今
日
の
属
員
よ
り
之
を
見
て
、
算 

の
不
正
を
憂
患
す
る
も
、
或
は
同
轍
に
出
る
時
な
き
に 

非
る
義
と
愚
考
仕
り
候
間
、
此
段
上
陳
仕
り
候 

也 

 

︵
本
文
中
の
朱
書
部
分
︶ 

仮
設
は
現
華
灯
五
百
基
、
代
金
凡
八
千
五
百
五
十
円
之
内
、
二
千
五
百
円
に
売
る
時

は
、
六
千
〇
五
十
円
の
見
込
違
に
付
き
、
即
ち
共
有
金
の
損
失
な
る
こ
と
を
計
算
帳

に
記
入
す
へ
し 

 

４ 

資
料
解
説 

︵
１
︶
文
書
作
成
の
背
景―

東
京
の
ガ
ス
事
業
を
め
ぐ
る
社
会
状
況―

 

 

ま
ず
は
文
書
の
内
容
を
そ
の
社
会
的
背
景
も
含
め
て
確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

東
京
の
ガ
ス
事
業
は
、
江
戸
時
代
に
江
戸
町
人
が
積
み
立
て
て
き
た
七
分
積
金
を
元

手
と
し
て
拡
大
し
て
い
き
ま
し
た
。
本
来
、
七
分
積
金
は
災
害
や
飢
饉
で
困
窮
し
た

人
々
を
救
済
す
る
目
的
で
作
ら
れ
た
も
の
で
、
イ
ン
フ
ラ
整
備
に
用
い
る
こ
と
に
は

議
論
が
あ
り
ま
し
た
。
ガ
ス
灯
が
西
洋
か
ら
入
っ
て
き
た
新
し
い
設
備
で
町
人
に
も

な
じ
み
が
な
く
、
ガ
ス
灯
を
望
ま
な
い
町
人
か
ら
も
料
金
が
徴
収
さ
れ
た
た
め
に
不

払
い
運
動
ま
で
起
き
て
い
ま
し
た
１

。
渋
沢
栄
一
を
ト
ッ
プ
と
し
て
七
分
積
金
の
運

用
を
担
っ
て
い
た
東
京
会
議
所
は
、
こ
の
よ
う
な
社
会
的
反
発
を
一
つ
の
背
景
と
し

て
、
明
治
九
年
︵
一
八
七
六
︶
六
月
に
ガ
ス
を
含
む
事
業
の
一
切
を
東
京
府
に
移
管

し
、
行
政
が
ガ
ス
事
業
を
担
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

こ
う
し
た
状
況
を
背
景
に
、
東
京
府
は
東
京
会
議
所
か
ら
引
き
継
い
だ
ガ
ス
製
造

設
備
の
拡
大
を
め
ぐ
る
問
題
に
対
応
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
東
京
会
議
所

は
①
東
京
府
庁
が
ガ
ス
料
金
未
納
分
と
設
備
拡
大
ま
で
の
料
金
を
、
ガ
ス
灯
が
立
っ
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て
い
る
区
の
ほ
か
、
お
お
よ
そ
の
江
戸
の
範
囲
と
重
な
る
６
つ
の
大
区
全
体
か
ら
も

徴
収
す
る
、
②
収
益
が
上
が
ら
な
い
ラ
ン
プ
灯
、
現
華
灯
を
廃
止
し
、
代
わ
り
に
ガ

ス
灯
を
増
設
す
る
、
③
経
費
を
抑
え
る
た
め
に
ガ
ス
製
造
設
備
を
拡
大
し
た
上
で
家

内
用
ガ
ス
の
販
売
を
行
う
、
も
し
販
売
が
不
振
に
陥
っ
た
場
合
に
は
、
料
金
徴
収
方

法
に
不
満
が
出
な
い
場
合
に
限
っ
て
ラ
ン
プ
灯
が
立
っ
て
い
る
地
区
に
ガ
ス
灯
を

増
や
す
、
と
い
う
構
想
を
持
っ
て
い
ま
し
た
２

。
つ
ま
り
、
ガ
ス
の
販
売
を
拡
大
し

て
利
益
を
上
げ
つ
つ
、
負
担
の
範
囲
も
広
げ
る
こ
と
で
料
金
を
引
き
下
げ
よ
う
と
し

た
わ
け
で
す
。
社
会
的
反
発
が
大
き
か
っ
た
ガ
ス
灯
と
い
う
新
事
業
を
社
会
に
定
着

さ
せ
よ
う
と
し
た
東
京
会
議
所
の
苦
肉
の
策
だ
っ
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
今
回
紹

介
す
る
文
書
は
、
こ
の
東
京
会
議
所
の
提
言
に
対
す
る
東
京
府
の
対
応
を
め
ぐ
る
も

の
で
す
。 

 

︵
２
︶
稟
議
の
過
程―

ガ
ス
事
業
拡
大
を
め
ぐ
る
対
立―

 

こ
の
文
書
は
、
①
東
京
会
議
所
が
事
業
化
に
失
敗
し
た
ラ
ン
プ
灯
、
現
華
灯
へ
の

出
費
を
ガ
ス
灯
の
収
益
で
補
填
し
よ
う
と
し
て
い
る
、
②
６
つ
の
大
区
全
体
か
ら
料

金
を
徴
収
す
る
の
は
不
条
理
で
あ
る
、
③
東
京
会
議
所
が
引
き
起
こ
し
た
ガ
ス
料
金

の
延
滞
を
府
庁
に
回
収
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
、
④
家
内
用
ガ
ス
の
売
れ
行
き
が
不

振
に
な
れ
ば
単
に
経
費
が
増
大
す
る
だ
け
に
な
る
、
⑤
販
売
予
定
先
の
ガ
ス
灯
設
置

費
も
想
像
の
域
を
出
な
い
も
の
が
あ
り
、「
共
有
金
」︵
七
分
積
金
︶
を
支
出
す
る
に

は
不
適
切
で
あ
る
、
と
い
う
５
つ
の
問
題
点
を
挙
げ
、
会
議
所
の
提
案
に
反
対
し
て

い
ま
す
。 

こ
の
文
書
の
起
案
者
で
あ
る
秋
山
則
白
は
第
一
課
の
職
員
で
、
こ
の
課
は
会
議
所

へ
の
対
応
や
ガ
ス
事
業
を
担
当
し
て
い
ま
し
た
３

。
秋
山
は
会
議
所
の
ふ
る
ま
い
に

相
当
不
満
を
持
っ
て
い
た
ら
し
く
、
会
議
所
が
「
事
務
還
納
」︵
会
議
所
の
事
業
の
東

京
府
へ
の
移
管
︶
に
よ
っ
て
事
業
運
営
の
責
任
を
東
京
府
に
押
し
付
け
る
こ
と
で
、

こ
れ
ま
で
自
身
が
生
み
出
し
て
き
た
赤
字
を
補
填
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
露
骨
に
怒
り
を
書
き
連
ね
て
い
ま
す
。
東
京
府
の
役
人
か
ら
見
れ
ば
、
行
政

の
力
を
借
り
て
町
人
の
ガ
ス
事
業
へ
の
反
発
に
対
処
し
よ
う
と
す
る
会
議
所
の
姿

勢
は
自
分
勝
手
な
行
動
の
よ
う
に
見
え
た
わ
け
で
す
。 

次
に
こ
の
文
書
の
先
頭
に
あ
る
ハ
ン
コ
の
押
印
欄
に
注
目
し
て
く
だ
さ
い
。
行
政

文
書
は
通
常
、
起
案
者
、
合
議
先
︵
関
係
局
課
︶、
決
裁
権
者
が
押
印
す
る
カ
ガ
ミ
と

呼
ば
れ
る
部
分
が
あ
り
、
こ
こ
か
ら
行
政
の
意
思
決
定
過
程
を
断
片
的
な
が
ら
確
認

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
文
書
で
言
え
ば
、
①
起
案
日
の
七
月
一
〇
日
の
直
下

に
起
案
者
の
秋
山
が
、
②
そ
の
左
側
の
欄
に
合
議
先
の
第
一
課
と
第
六
課
が
、
③
さ

ら
に
そ
の
上
側
の
欄
に
決
裁
権
者
の
知
事
・
参
事
が
押
印
し
て
い
ま
す
。
稟
議
の
ル

ー
ト
を
整
理
し
て
お
く
と
、
ハ
ン
コ
を
押
し
た
順
番
は
①
秋
山→

②
第
一
課
・
第
六

課→

③
知
事
・
参
事
で
、
知
事
が
承
認
し
て
い
る
以
上
、
本
来
は
決
裁
が
下
り
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
す
。
と
こ
ろ
が
第
一
課
は
こ
の
文
書
を
承
認
し
て
い
る

一
方
、
第
六
課
は
一
度
押
印
し
た
上
か
ら
バ
ツ
印
を
つ
け
て
い
ま
す
。
通
常
、
東
京

府
で
は
決
裁
が
下
り
た
文
書
に
「
判
決
済
」
ま
た
は
「
一
覧
済
」
と
彫
ら
れ
た
印
判

が
欄
外
部
分
に
押
さ
れ
ま
す
が
、
こ
の
文
書
に
は
そ
れ
が
あ
り
ま
せ
ん
４

。
恐
ら
く

第
一
課
と
第
六
課
が
対
立
し
た
結
果
、
正
式
な
決
裁
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
考
え
ら

れ
ま
す
。
こ
の
文
書
に
対
し
て
府
知
事
の
楠
本
正
隆
は
朱
書
き
で
「
精
算
ヲ
明
ニ
シ
、

分
別
ヲ
立
、
新
築
ハ
最
前
決
議
之
通
施
行
ス
ヘ
キ
事
」
と
押
印
付
き
で
但
し
書
き
を

行
い
ま
し
た
。
こ
の
「
最
前
決
議
」
と
は
、
直
前
の
七
月
四
日
に
起
案
さ
れ
た
ガ
ス

設
備
拡
大
の
実
行
に
関
す
る
稟
議
書
を
指
し
ま
す
５

。
つ
ま
り
、
ガ
ス
設
備
拡
大
を

前
提
と
し
つ
つ
、
再
度
事
業
計
画
を
精
査
す
る
こ
と
と
な
っ
た
わ
け
で
す
。
ち
な
み

に
七
月
四
日
の
稟
議
書
に
楠
本
は
押
印
し
て
お
ら
ず
、
楠
本
の
態
度
が
揺
れ
動
い
て

い
た
こ
と
も
確
認
で
き
ま
す
。 

 

第
六
課
は
会
議
所
の
構
想
に
好
意
的
で
、
費
用
負
担
の
方
法
や
そ
の
目
的
が
適
切
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で
府
民
の
同
意
も
得
ら
れ
る
な
ら
ば
、
ガ
ス
製
造
設
備
の
拡
大
に
賛
成
す
る
と
い
う

立
場
で
し
た
６

。
第
六
課
は
財
政
関
係
の
事
務
を
管
轄
し
て
お
り
、
七
分
積
金
の
赤

字
補
填
の
一
策
と
し
て
ガ
ス
事
業
の
収
益
に
着
目
し
た
の
で
し
ょ
う
。
事
業
失
敗
の

リ
ス
ク
を
考
え
れ
ば
、
反
対
し
て
も
お
か
し
く
な
い
で
す
が
、
直
接
、
会
議
所
の
運

営
を
管
轄
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
、
第
一
課
の
よ
う
に
会
議
所
に
対
す
る
不
快
感

を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 

︵
３
︶
公
文
書
の
外
側―

ガ
ス
事
業
拡
大
を
め
ぐ
る
東
京
府
知
事
の
動
向―

 

 

ガ
ス
製
造
設
備
拡
大
派
の
第
六
課
・
東
京
会
議
所
と
消
極
派
の
第
一
課
の
対
立
は
、

前
者
の
勝
利
に
終
わ
り
ま
し
た
。
八
月
に
入
っ
て
設
備
拡
大
が
決
定
さ
れ
た
か
ら
で

す
。
こ
の
決
裁
も
通
常
の
稟
議
と
比
較
す
る
と
異
例
の
も
の
で
し
た
。
こ
の
時
作
成

さ
れ
た
の
は
八
月
九
日
起
案
の
文
書
︵
Ａ
︶
と
八
月
一
二
日
起
案
の
文
書
︵
Ｂ
︶
で

す
。
Ａ
は
第
六
課
起
案
の
文
書
で
、
ど
こ
に
も
合
議
が
な
さ
れ
ず
に
知
事
が
直
接
押

印
し
て
い
ま
す
が
、「
判
決
済
」
の
印
は
あ
り
ま
せ
ん
。
Ｂ
は
秋
山
起
案
の
文
書
で
、

知
事
・
参
事
は
押
印
し
て
い
な
い
も
の
の
一
九
日
付
の
「
判
決
済
」
の
印
が
あ
り
、

知
事
の
楠
本
が
「
第
六
課
議
案
之
急
達
方
可
取
計
」
と
第
六
課
が
起
案
し
た
文
書
を

回
覧
す
る
よ
う
朱
書
き
で
要
求
し
て
い
ま
す
７

。
Ａ
も
Ｂ
も
単
体
で
は
決
裁
の
要
件

を
満
た
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ａ
に
「
判
決
済
」
の
印
が
押
さ
れ
て
い
る

わ
け
で
す
。
状
況
証
拠
で
は
あ
り
ま
す
が
、
稟
議
の
時
系
列
を
推
測
す
る
と
以
下
の

通
り
に
な
り
ま
す
。 

①
八
月
九
日
：
第
六
課
が
Ａ
を
起
案 

 
②
八
月
一
二
日
：
秋
山
が
Ｂ
を
起
案
し
、
第
一
課
、
第
六
課
に
合
議 

 
③
知
事
の
楠
本
が
Ｂ
へ
の
押
印
を
留
保
し
、
速
や
か
に
知
事
へ
Ａ
を
送
付
す
る
よ

う
に
指
示
。
ど
こ
に
も
合
議
せ
ず
に
Ａ
を
知
事
に
送
達 

④
八
月
一
九
日
：
Ａ
に
知
事
が
押
印
し
た
こ
と
で
決
裁
が
下
り
た
こ
と
と
な
り
、

Ｂ
に
「
判
決
済
」
印
が
押
さ
れ
、
稟
議
が
完
結 

８月９日起案の文書（Ａ） 

８月 12 日起案の文書（Ｂ） 
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二
つ
の
文
書
を
ま
た
ぐ
異
例
の
決
裁
を
主
導
し
た
の
が
知
事
の
楠
本
で
あ
る
こ

と
は
明
ら
か
で
す
。
瓦
斯
局
長
と
し
て
ガ
ス
工
場
の
拡
大
を
要
求
し
て
い
た
渋
沢
栄

一
は
、
七
月
一
五
日
に
「
瓦
斯
之
義
ハ
再
議
建
白
之
通
り
御
決
裁
被
下
度
、
ラ
ン
プ

ハ
御
下
命
之
通
相
廃
し
候
間
、
此
上
点
灯
も
停
止
候
ハ
ゝ
経
費
幾
分
を
補
候
様
相
成
、

共
有
金
之
一
分
を
保
存
す
る
緊
務
と
奉
存
候
」
と
ガ
ス
製
造
設
備
の
拡
大
を
訴
え
る

書
簡
を
楠
本
に
出
し
て
い
ま
す
８

。
渋
沢
が
稟
議
を
通
す
た
め
に
知
事
に
直
接
談
判

し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
ま
す
。
楠
本
の
判
断
に
ど
こ
ま
で
影
響
し
た
の
か
断
言
は
で

き
ま
せ
ん
が
、
稟
議
の
裏
側
で
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
合
意
形
成
が
試
み
ら
れ
た
こ
と

は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
公
文
書
に
は
現
れ
な
い
「
政
治
の
世
界
」
だ
っ
た

と
言
え
る
で
し
ょ
う
。 
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東
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弘
文
館
、
二
〇
一
〇
年
︶、

第
一
部
第
二
章
。 
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「
東
京
府
下
瓦
斯
局
増
築
の
事
を
決
議
し
且
つ
其
計
算
を
調
査
し
た
る
見
込
書

を
東
京
会
議
所
頭
取
渋
沢
栄
一
よ
り
東
京
府
へ
上
申 

明
治
九
年
四
月
一
四
日
」

︵
東
京
都
公
文
書
館
所
蔵
、
請
求
番
号
６
０
７
．
Ｃ
８
．
０
６
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「
明
治
九
年
六
月 

府
庁
例
規
」
︵
東
京
都
公
文
書
館
編
『
都
史
紀
要
四
一 

明
治

期
東
京
府
の
文
書
管
理
』
、
東
京
都
、
二
〇
一
三
年
所
収
︶。 
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同
右
。 
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「
瓦
斯
場
増
築
之
儀
瓦
斯
場
長
渋
沢
栄
一
へ
東
京
府
よ
り
下
問
」︵
東
京
都
公
文

書
館
所
蔵
、
請
求
番
号
６
０
７
．
Ｃ
８
．
０
６
︶
。 

６

「
会
頭
よ
り
衆
議
の
上
増
瓦
斯
上
申
之
儀
に
付
建
議 

第
六
課
」︵
東
京
都
公
文

 ︵
４
︶
ま
と
め―

稟
議
を
舞
台
に
し
た
攻
防―

 

 

こ
の
よ
う
に
、
カ
ガ
ミ
に
注
目
す
る
こ
と
で
知
事
、
第
一
課
、
第
六
課
そ
れ
ぞ
れ

の
思
惑
が
交
錯
す
る
稟
議
の
過
程
を
再
現
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。
稟
議
制
に
は
関

係
局
課
に
丁
寧
に
合
意
を
と
る
こ
と
で
き
る
一
方
、
決
裁
権
者
よ
り
下
級
の
職
員
が

不
満
の
あ
る
文
書
へ
の
押
印
を
故
意
に
留
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
意
思
決
定

に
時
間
が
か
か
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
９

。
こ
こ

ま
で
見
て
き
た
ハ
ン
コ
を
武
器
と
し
た
鍔
迫
り
合
い
に
は
、
こ
う
し
た
稟
議
制
の
特

徴
が
極
端
に
表
れ
て
い
た
わ
け
で
す
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「
瓦
斯
局
へ
瓦
斯
増
築
の
件
に
付
東
京
府
よ
り
達 

明
治
九
年
八
月
一
九
日
」、

「
瓦
斯
増
築
の
件
に
付
東
京
会
議
所
頭
取
渋
沢
栄
一
よ
り
東
京
府
へ
上
申
の
件
第

六
課
よ
り
知
事
へ
上
申 

明
治
九
年
八
月
二
九
日
」︵
東
京
都
公
文
書
館
所
蔵
、
請
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番
号
６
０
７
．
Ｃ
８
．
０
６
︶。 
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一
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七
六
年
七
月
一
五
日
付
楠
本
正
隆
宛
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一
書
簡
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伝
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資
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︶。 
９ 
辻
清
明
『
行
政
学
概
論 

上
巻
』︵
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
六
年
︶、
一
一
八

頁
。 


